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令和元年瀬戸市議会１２月定例会提出予定議案等の概要  

 

１ 条例及び単行議案関係  

 

第４３号議案  パルティせと市民交流センターに係る指定管理者の指

定について  

担当課・係名  まちづくり協働課  協働第３係  

１ 議案提出の理由  

  パルティせと市民交流センターの指定管理者を指定するに当た

り、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 施設の名称  

   パルティせと市民交流センター  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸まちづくり株式会社  

 ⑶ 指定の期間  

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵  瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

生涯学習の推進及び市民交流の創造を図るため、パルティせと市

民交流センターの管理を瀬戸まちづくり株式会社に委任し、市民の

学びとふれあいの拠点の場を提供するもの。  
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第４４号議案  瀬戸市債権管理条例の制定について  

担当課・係名  財政課 財政係  

１ 条例制定の理由  

  市の債権管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるた

め、条例を制定するもの  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア この条例における本市の債権に関する用語を定義する。  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  市の債権について、納期限までに納付しない者又は履行期限

までに履行しない者があるときは、期限を指定して督促しなけ

ればならない旨を規定する。  

  ウ  公債権の延滞金の徴収、減額、免除について及び私債権の遅

延損害金の徴収について規定する。  

   (ｱ) 延滞金の利率は、年１４．６％（納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間は年７．３％）。ただし附則において延滞金の割合の特例を設ける。  

      ＜参考＞平成３１年１月１日現在  年１４．６％→年８．９％  

                      年  ７．３％→年２．６％  

   (ｲ) 遅延損害金の利率は、民法の規定よる法定利率（年３％）又は法務省令で

定める法定利率とする。 

エ  強制徴収公債権の滞納処分等、履行期限の繰上げ及び債権の

申出等について規定する。  

  オ  非強制徴収債権の強制執行等、履行期限の繰上げ、債権の申

出等、徴収停止、履行延期の特約等、免除について規定する。  

 

  瀬戸市の債権  
③強制徴収公債権  

⑥非強制徴収債権  

①市の債権  ②公債権  

⑤私債権  

（市営住宅使用料、学校給食費、水道使用料等） 

市税（地方税）  

国税又は地方税の滞納処分の例により

処分することができる債権（公課）  

④非強制徴収公債権  

（使用料、手数料等） 



 

 - 3 - 

  カ  非強制徴収債権及びこれに係る遅延損害金等について、権利

の放棄に関する特別の定めとして、議会の議決を要することな

く全部又は一部を放棄することができる旨を規定し、権利を放

棄したときは議会に報告しなければならない旨を規定する。  

  キ  市の債権の管理に関する事務を行うため、必要最小限の範囲

内で個人情報の収集目的外利用ができる旨を規定する。  

 ⑵ 施行期日等  

  ア  その他所要の事項を規定し、施行期日を令和２年４月１日と

し、所要の経過措置を設ける。  

イ 附則において下記の条例の廃止及び一部改正を行う。  

(ｱ) 廃止する条例  利率等の表示の年利建て移行に関する条例、瀬

戸市分担金その他の収入金の督促及び滞納処分に関する条例  

(ｲ) 一部改正を行う条例  瀬戸市市営住宅の設置及び管理に関する

条例、瀬戸市道路占用料条例、瀬戸市公共用物の管理に関する条

例、瀬戸市河川管理条例  

３ 条例制定に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１０

号、第２３１条の３第２項  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

  条例を制定することにより、法令に基づいた適切な事務手続が明

確となり、市の債権管理の一層の適正化を図ることが可能となるも

の。  
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第４５号議案  瀬戸市職員の給与に関する条例等の一部改正について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例改正の理由  

  令和元年８月７日付けの人事院勧告の内容を考慮し、瀬戸市職員

の給料月額等を改定するため、瀬戸市職員の給与に関する条例及び

一般職の任期付職員の採用等に関する条例中所要の事項を改正する

もの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  ア  一般職の職員の給料月額について、初任給を１，５００円

（大卒程度）引き上げる。また、３０歳台半ばまでの職員が在

職する号給について、平均０．１％引き上げる。  

イ 一般職（再任用を除く。）の勤勉手当の支給割合を次の表に  

掲げるとおりとする。  

 ６月  １２月  

令和元年度  ０．９２５月  
０．９７５月（０．０５月分増） 

（現行０．９２５月）  

令和２年度以降  
０．９５月（０．０２５月分増） 

（現行０．９２５月）  

０．９５月（０．０２５月分増） 

（現行０．９２５月）  

ウ  住居手当について、手当の対象となる家賃の額の下限を引き

上げ、手当額の上限の引き上げを行う。  

 現在  改定後  

（令和２年度以降）  

住居手当の対象となる

家賃の額  

月額１２ ，００ ０円

を超える家賃を対象  

月 額 １ ６ ， ０ ０ ０ 円

を超える家賃を対象  

住居手当の上限額  月額２７，０００円  月額２８，０００円  

エ  特定任期付職員のうち１号級の者に適用する給料表の月額

を、１，０００円引き上げる。  

  オ  特定任期付職員の期末手当の支給割合を次の表に掲げるとお

りとする。  

 ６月  １２月  

令和元年度  １．６７５月  
１．７２５月（０．０５月分増） 

（現行１．６７５月）  

令和２年度以降  
１．７月（０．０２５月分増）  

（現行１．６７５月）  

１．７月（０．０２５月分増）  

（現行１．６７５月）  
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⑵ 施行期日等  

   公布の日（平成３１年４月１日から適用）又は令和２年４月１

日とし、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項  

⑵ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

職層に応じ、職員の年収が約２０，０００円から約８０，０００

円までの範囲で増加するもの。  
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第４６号議案  瀬戸市斎苑条例の一部改正について  

担当課・係名  生活安全課 斎苑  

１ 条例改正の理由  

  公の施設である瀬戸市斎苑（春雨町３８番地）の火葬炉使用料を

改定するに当たり、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  市外在住者の火葬炉使用料を次のとおりとする。  

区分  

使用料（円）  

差額（円）  

参考  

（ 市 内 在 住 者 

使 用 料 （ 円 ） ）  

現在  改定後  

１２歳以上  ５０，０００  ７０，０００  ２０，０００  ５，０００  

１２歳未満  ３０，０００  ４２，０００  １２，０００  ３，０００  

死産、流産  １５，０００  ２１，０００  ６，０００  １，５００  

えな、産汚物  ６，０００  ８，４００  ２，４００  １，０００  

身体の一部  ６，０００  ８，４００  ２，４００  １，０００  

 ⑵ 施行期日等  

その他所要の事項を改正し、施行期日を令和２年４月１日と

し、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２５条、第２２８条  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  本市の「公の施設の管理運営の見直し等に関する基本方針」に照

らし、火葬炉使用料の単価について、増加傾向にある市外在住者分

の増額改定を行うことにより、適正な受益者負担と継続的なサービ

スを確保するもの。  
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第４７号議案  瀬戸市病児保育施設の設置及び管理に関する条例の制

定について  

担当課・係名  こども未来課  こども未来係  

１ 条例制定の理由  

  病児保育事業を実施するに当たり、病児保育施設の設置及び管理

について必要な事項を定めるため、条例を制定するもの  

２ 条例制定の概要  

⑴ 主な内容  

病児保育施設の名称、位置、定員、事業内容、対象児童、利用

料を次のとおり規定する。  

名 称 瀬戸市病児保育施設  

位 置 瀬戸市西追分町１６０番地（公立陶生病院内）  

定 員 １日につき６人以内  

事業内容  病気の治療中又は病気の回復期にある児童の保育  等 

対象児童  生後６か月から小学校３年生までの病児であって、市

内に住所を有すること又は保護者が市内に勤務し、若

しくは通学していること  等  

利 用 料 児童１人当たり１日につき５，０００円以内で規則で

定める額  

⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を規定し、施行期日を令和２年４月１日と

し、この条例の規定に基づく手続その他の準備行為は施行前にお

いても行うことができることとする。  

３ 条例制定に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２５条、第２２８

条、第２４４条の２第１項  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

公立陶生病院の敷地内に病児保育施設を設置し病児保育事業を実

施することで、陶生病院の全面的な協力を得ることにより、安心し

て子育てができる環境の整備につながるもの。  
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第４８号議案  瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について  

担当課・係名  保育課 保育係  

１ 条例改正の理由  

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、関係規定を整備するため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 ア  家庭的保育事業者等による乳幼児（０歳児から２歳児まで）

への保育の提供の終了（卒園）後、引き続き受け入れ先となる

連携施設（認可施設（保育所、幼稚園、認定こども園））を確

保することが著しく困難な場合であって、卒園後の受入先とな

る連携協力を行う者（利用定員が２０名以上である企業主導型

保育事業に係る施設等）を適切に確保したときは、連携施設の

確保を不要とする。  

 イ  家庭的保育事業者等のうち、満３歳以上の児童を受け入れて

いる保育所型事業所内保育事業所（利用定員が２０名以上のも

のに限る。）については、連携施設の確保を不要とする。  

 ウ  連携施設の確保が著しく困難な場合について、連携施設の確

保に関する規定の適用猶予期間を現行の５年から更に５年延長

し、１０年とする。  

 エ  家庭的保育事業に関し、自園調理に係る設備の確保や衛生的

な維持に関する規定の適用猶予期間（１０年）の対象とする事

業に、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している事業を新

たに加え、家庭的保育事業全般を対象とする。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とする。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働

省令第６１号） 

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

家庭的保育事業等を実施する上での要件を緩和することで、より柔軟な

保育の運営を可能とするもの。 
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第４９号議案  瀬戸市保育所条例の一部改正について  

担当課・係名  保育課 保育係  

１ 条例改正の理由  

  子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、条例中所要の事項を改

正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め

る。  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）  
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第５０号議案  （仮称）瀬戸市立小中一貫校建設（建築）工事（その

１）請負契約の変更について  

担当課・係名  教育政策課 施設係  

１ 議案提出の理由  

 平成３０年５月１４日議会の議決を経て締結した（仮称）瀬戸市

立小中一貫校建設（建築）工事（その１）請負契約の金額を変更

し、変更契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 変更内容  

契約金額  変更前  ３，８８９，３９２，１２０円  

      変更後 ３，９４９，９１６，３２０円  

        増減額    ６０，５２４，２００円の増額  

 ⑵ 主な変更理由  

  ア  地盤改良工事において、支持層が設計より深い位置にあるこ

とが判明し、支持層に達するまで改良を行う必要が生じたこと

から、数量の変更を行うため。  

  イ  バス通学による児童・生徒の安全を確保するため、路線バス

停留所の整備を行うため。  

 

   ＜参考  工事概要＞  

工 事 場 所  瀬戸市中山町１番５７  

工 事 内 容  小中一貫校建設（建築）工事一式  

校舎  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）３階建て  

延床面積  １２，１３４．４７平方メートル外  

工   期  平成３０年５月１５日から令和３年２月２６日まで  

契約の相手方   名古屋市中区錦二丁目１９番１号  

      株式会社鴻池組名古屋支店  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条  
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第５１号議案  （仮称）瀬戸市立小中一貫校建設（建築）工事（その

３）請負契約の変更について  

担当課・係名  教育政策課 施設係  

１ 議案提出の理由  

 平成３０年５月１４日議会の議決を経て締結した（仮称）瀬戸市

立小中一貫校建設（建築）工事（その３）請負契約の金額を変更

し、変更契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 変更内容  

 契約金額 変更前 ３１７，１８７，３６０円  

       変更後  ３６９，１１３，９６０円  

        増減額  ５１，９２６，６００円の増額  

 ⑵ 変更理由  

今後の維持管理を考慮し、床材をより耐久性のある圧縮材に変

更するため。  

 

   ＜参考  工事概要＞  

工 事 場 所  瀬戸市中山町１番５７  

工 事 内 容  小中一貫校建設（建築）工事のうち、木造公共建築物等  

の整備に係る内装木質化工事  

工   期  令和元年６月２６日から令和２年１月６日まで  

契約の相手方   名古屋市中区錦二丁目１９番１号  

            株式会社鴻池組名古屋支店  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 12 - 

第５２号議案  権利の放棄について  

担当課・係名  ものづくり商業振興課  商業金融係  

１ 議案提出の理由  

  債権を放棄するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 権利の内容  

瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金返還金  

 ⑵ 債務者  

   法人 ２法人  

 ⑶ 債権の概要  

  ア 調 定 年 度 平成２７年度、平成２８年度  

  イ 放 棄 の 理 由 破産、代表者死亡  

  ウ 放棄する金額  ２８，１００円  

  エ 調 定 件 数 ２件  

３ 議案提出に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１０号  
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第５３号議案  瀬戸蔵及び瀬戸蔵ミュージアムに係る指定管理者の指

定について  

担当課・係名  まるっとミュージアム課 瀬戸蔵係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸蔵及び瀬戸蔵ミュージアムの指定管理者を指定するに当た

り、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 施設の名称  

   瀬戸蔵及び瀬戸蔵ミュージアム  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   ＪＮＰ瀬戸蔵パートナーズ  

   （代表団体）  

   株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン  

   （構成団体）  

   日本管財株式会社、株式会社ピーアンドピー  

 ⑶ 指定の期間  

   令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵  瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

新たな市民交流を創造し、並びに産業及び観光の振興を図ること

を目的として設置した瀬戸蔵と、地方文化の発展に寄与するため設

置した瀬戸蔵ミュージアムの管理をＪＮＰ瀬戸蔵パートナーズに委

任し、住民サービスの向上を図るもの。  
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第５４号議案  瀬戸市道路占用料条例の一部改正について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 条例改正の理由  

  愛知県道路占用料条例が一部改正され、愛知県が徴収する占用料

が改定された事を考慮し、本市が徴収する道路占用に係る占用料を

改定するため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

道路占用に係る占用料の一部を改定する。  

＜主な改定内容＞  

区分  単位  

占用料（円）  差額

（円）  

増減比  

（％）  現行  改定後  

第１種電柱  １本  

１年  

につ

き  

８３０  １，１００  ２７０  ３２．５  

第２種電柱  １，３００  １，６００  ３００  ２３．１  

第３種電柱  １，７００  ２，２００  ５００  ２９．４  

第１種電話柱  ７４０  ９４０  ２００  ２７．０  

第２種電話柱  １，２００  １，５００  ３００  ２５．０  

第３種電話柱  １，６００  ２，１００  ５００  ３１．３  

その他の柱類  ７４  ９４  ２０  ２７．０  

公衆電話所  
１個

１年

につ

き  

１，５００  １，９００  ４００  ２６．７  

郵便差出箱  ６２０  ７９０  １７０  ２７．４  

⑵ 施行期日等  

   令和２年４月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２５条、第２２８条  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  地域情勢を踏まえ見直しがされた愛知県の占用料と同額に改定す

ることで、現状の適正化を図るもの。  
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第５５号議案  瀬戸市公共用物の管理に関する条例の一部改正につい

て  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 条例改正の理由  

  瀬戸市道路占用料条例の一部改正を考慮し、公共用物の管理に係

る占用料を改定するため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

公共用物の管理に係る占用料について、土地占用料の一部を改定

する。  

※  改正後の瀬戸市道路占用料条例で定める額と同額。 

※  公共用物とは  

 ○  河川法が適用又は準用されない河川並びに溝きょ、水路、湖沼、ため

池及び堤防  

 ○  道路法が適用されない道路のうち国及び市の所有に係るもの  

⑵ 施行期日等  

   令和２年４月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２５条、第２２８条  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  瀬戸市道路占用料条例との整合を図るもの。  
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第５６号議案  瀬戸市河川管理条例の一部改正について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 条例改正の理由  

  愛知県流水占用料等徴収条例の一部改正を考慮するとともに、瀬

戸市道路占用料条例及び瀬戸市公共用物の管理に関する条例との整

合を図るため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

ア 河川の管理に係る占用料について、土地占用料の一部を改定す

る。 

  イ 土地占用料の区分について、電話柱の占用料を新たに加える。  

   ※  ア、イとも、改正後の瀬戸市道路占用料条例で定める額と同額。  

⑵ 施行期日等  

   令和２年４月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２５条、第２２８条  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  瀬戸市道路占用料条例、瀬戸市公共用物の管理に関する条例との

整合を図るもの。  
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第５７号議案  瀬戸市駐車場条例の一部改正について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 条例改正の理由  

  東横山駐車場（東横山町６６番地の１）について、使用料を改定

するに当たり、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  ア 使用料（料金）の単位について、新たに１時間毎の単位を設定

する（現在は２４時間（１日）単位のみ。）。  

  イ １日当たりの料金の上限を引き下げる。  

単位  
使用料（料金）（円）  

差額（円）  
現行  改定後  

１時間まで  

７００  

１００  －６００  

２時間まで  ２００  －５００  

３時間まで  ３００  －４００  

４時間まで  ４００  －３００  

５時間まで  ５００  －２００  

５時間超から２４時間

まで（１日目）  
６００  －１００  

２５時間まで  

１，４００  

７００  －７００  

２６時間まで  ８００  －６００  

２７時間まで  ９００  －５００  

２８時間まで  １，０００  －４００  

２９時間まで  １，１００  －３００  

２９時間超から４８時

間まで（２日目）  
１，２００  －２００  

   ※  ４８時間（３日目）超以降も、上記と同様の考え方で加算する。  

⑵ 施行期日等  

   令和２年４月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２５条、第２２８条  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  時間単位の料金を新たに設定することで、東横山駐車場の短時間

利用者の利便性の向上を図り、利用率の向上につなげるもの。  
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第５８号議案  パルティせと駐車場に係る指定管理者の指定について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案提出の理由  

  パルティせと駐車場の指定管理者を指定するに当たり、議会の議

決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 施設の名称  

   パルティせと駐車場  

 ⑵ 指定管理者となる団体  

   瀬戸まちづくり株式会社  

 ⑶ 指定の期間  

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項  

⑵  瀬戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年瀬戸市条例第１６号）第４条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

市街地における自動車の駐車需要に応じ、市民の利便に資するた

めに設置したパルティせと駐車場の管理を瀬戸まちづくり株式会社

に委任し、住民サービスの向上を図るもの。  
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第５９号議案  市道路線の認定について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道路線について、以下の５路線を認定するもの  

 ⑴ 上陣屋４号線  

 ⑵ 須原３号線  

 ⑶ 北松山２７号線  

 ⑷ 北松山２８号線  

 ⑸ 若宮１２号線  
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第６０号議案  瀬戸市下水道条例の一部改正について  

担当課・係名  下水道課 施設係  

１ 条例改正の理由  

  愛知県下水道協会排水設備工事責任技術者試験及び更新講習実施

要綱の一部改正により、排水設備工事責任技術者の登録及び責任技

術者証の交付を行うものが市から愛知県下水道協会に変更されるこ

とに伴い、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験に合格した者

の申請に基づき行う資格の登録、責任技術者証の交付及び登録の

更新手続並びに登録に係る手数料に関する条文を削除する。  

   ※  試験は、従来から愛知県下水道協会が実施。  

   ※  排水設備工事責任技術者は、市の指定工事店（排水設備工事の施工が

できるものとして、市長が指定した工事業者）に１名以上専属で置く

必要がある。  

 ⑵ 施行期日等  

   施行期日を令和２年４月１日とし、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

各自治体が行っていた排水設備工事責任技術者の資格の登録等に

関する事務を愛知県下水道協会が一括して行うことになることか

ら、登録資格者の利便性の向上及び事務の効率化につながるもの。  
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第６１号議案  権利の放棄について  

担当課・係名  水道課 料金係  

１ 議案提出の理由  

  債権を放棄するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 権利の内容  

  ア 水道料金及び手数料  

  イ 給水工事費  

 ⑵ 債務者  

  ア 水道料金及び手数料  

個人及び法人  延べ４，９７９人・法人  

イ 給水工事費  

  個人及び法人       １０人・法人  

 ⑶ 債権の概要  

  ア 水道料金及び手数料  

   (ｱ) 調 定 年 度 平成１２年度から平成２９年度まで  

   (ｲ) 放 棄 の 理 由 消滅時効期間経過、破産、本人死亡  

   (ｳ) 放棄する金額 ８４，２５８，０４３円  

   (ｴ) 調 定 件 数 １４，４７８件  

  イ 給水工事費  

   (ｱ) 調 定 年 度 平成１５年度から平成２３年度まで  

   (ｲ) 放 棄 の 理 由 消滅時効期間経過  

   (ｳ) 放棄する金額 １２４，７１５円  

   (ｴ) 調 定 件 数 １０件  

３ 議案提出に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１０号  
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２ 予算関係  

 

第６２号議案  令和元年度瀬戸市一般会計補正予算（第６号）  

 

第６３号議案  令和元年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算  

（第１号）  

 

第６４号議案  令和元年度瀬戸市下水道事業特別会計補正予算（第１  

号）  

 

第６５号議案  令和元年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計補正予算（第１

号）  

 

第６６号議案  令和元年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）  

 

第６７号議案  令和元年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計補正予算（  

第１号）  

 

第６８号議案  令和元年度瀬戸市水道事業会計補正予算（第３号）  
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３ 人事関係  

 

同意第８号 瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

（行政委員会事務局）  

瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の任期満了（令和元年１２月２０

日）に伴うもの  

 

同意第９号 瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

（行政委員会事務局）  

瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の任期満了（令和元年１２月２０

日）に伴うもの  

 

同意第１０号 瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

（行政委員会事務局）  

瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の任期満了（令和２年１月１９日）

に伴うもの  

 

同意第１１号 瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

（行政委員会事務局）  

瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の任期満了（令和２年１月２１日）

に伴うもの  

 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦について  （健康福祉部社会福祉課）  

   人権擁護委員の任期満了（令和２年３月３１日）に伴うもの  

 

 諮問第２号 人権擁護委員の推薦について   （健康福祉部社会福祉課）  

   人権擁護委員の任期満了（令和２年３月３１日）に伴うもの  
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４ 報告関係  

 

報告第１４号 専決処分の報告について  

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会から市長の専決処分

事項として指定を受けた損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について、

同条第２項の規定により議会に報告するもの  

 専決年月日  事 故 の 概 要 
損害賠償の額及び  

和解の内容  

１ 
令 和 元 年 

８ 月 ２ ６ 日 

令和元年７月４日赤重町地内におい

て、相手方小型乗用自動車が店舗から

市道へ出る際、グレーチングを跳ね上

げ、当該車両が損傷した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金４４２，

０２４円を支払う。  

２ 
令 和 元 年  

１ ０ 月 １ ５ 日  

令和元年９月１９日東横山町地内に

おいて、都市計画課の普通乗用自動車

が市道を走行中、後方から相手方普通

乗用自動車に追突され、市の車両が損

傷した物損事故  

相手方は、瀬戸市

に対し、金２３２，

０００円を支払う。  

 

報告第１５号 専決処分の報告について  

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会から市長の専決処分

事項として指定を受けた工事請負契約の変更の専決処分について、同条第

２項の規定により議会に報告するもの  

専決年月日  工事名  
契約金額  

変更前  変更後  

平 成 ３ １ 年  

１ 月 １ ７ 日  

（ 仮 称 ） 瀬 戸 市 立

小 中 一 貫 校 建 設

（電気設備）工事  

555,120,000 円  554,339,160 円  
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参考資料第６２号～第６８号議案

１　予算概要 （単位：千円）

① ②

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

　・分担金及び負担金 　・地方特例交付金

　・寄附金   ・繰越金

  ・諸収入   ・諸収入

２　一般会計

(1) 主な内容 （単位：千円）

公共施設再生整備

国土強靭化地域計画策定

児童クラブ運営

道路橋りょう予防保全

小中一貫校整備（路線バス通学定期券）

小学校施設整備

要保護・準要保護児童生徒就学援助

(2) 繰越明許費の追加

　公共施設再生整備事業、国土強靭化地域計画策定事業、品野窯町２号線整備事業、道路橋りょう予防保全事業

(3) 債務負担行為の追加

　パルティせと市民交流センター管理業務委託、病児保育等業務委託、瀬戸蔵及び瀬戸蔵ミュージアム管理業務委託、パルティせと駐車場管理業務委託

(4) 地方債の変更

　道路橋りょう予防保全

(5) 上記のほか人事院勧告の実施、職員の人事異動等に伴う人件費等の補正及び最低賃金の改定に伴う臨時職員賃金の補正を行うもの。

３　特別会計

(1) 介護保険事業特別会計

平成３０年度の国庫支出金等の精算による返還金及び任意事業費の増額による補正を行うもの。

(2) 上記のほか、各特別会計において人事院勧告の実施、職員の人事異動等に伴う人件費等の補正及び最低賃金の改定に伴う臨時職員賃金の補正を行うもの。

４　企業会計

(1) 人事院勧告の実施、職員の人事異動等に伴う人件費等の補正及び最低賃金の改定に伴う臨時職員賃金の補正を行うもの。

(2) 継続費の追加

　上陣屋配水場移転事業

にじの丘学園に通学する児童・生徒に対する通学支援の方法が決定したことに伴い、路線バス通
学定期券を購入するもの。

児童の健全育成及び仕事と子育ての両立支援を図るため、西陵小学校においてモアスクール整備
工事を行うもの。

国の基準改定に伴い、令和２年度新入学児童生徒学用品等に係る就学援助費を追加するもの。

目　的　及　び　内　容

にじの丘学園に統合となる５小学校跡地の暫定利用を図るため、屋外トイレや防犯灯の設置など
施設整備を行うもの。

大規模自然災害等に備えた事前防災、減災及び迅速な復旧復興に資する施策を推進し、安全・安
心な地域づくりを進めるため、国土強靭化地域計画を策定するもの。

にじの丘学園開校に伴う道泉放課後児童クラブ移設のため、移設先であるパルティせとの設備改
修工事を行うもの。

第三者被害の防止を図るため、跨線人道橋の補修工事を行うに際して、国庫補助金を受け愛知環
状鉄道株式会社に負担金を支払うもの。

4,400

民 生 費 3,493

525

7,369

327,938

13

一般財源

3,493

37,886

9,460 9,460

55011,000

1,900

8,000

16,341

▲ 4,205

財　　源　　内　　訳

561,921

89.3%17,088

880

7,650

1,869,795

333,495 73,634,093

100.5%

春 雨 墓 苑 事 業 30,000

区　　分 事　　業　　名

3,978

下 水 道 事 業 2,897,000

国民健康保険事業 12,111,000

2,957

合　　　計 72,170,545 250,445 ▲ 90,169

153,939 4,495介 護 保 険 事 業

103.9%176,805 28,299

▲ 6,377 3,570,503

1,409

126,033438,513 195,727 4,400

23,100

▲ 4,205

企　 業　 会　 計 3,528,545 8,147

0

後 期 高 齢 者 医 療 1,874,000

97.5%

99.9%

892 30,892 101.5%

2,957 2,899,957 71.8%

1,409

10,169,798

3,978 12,114,978

4,552

2,156

2,156 27,085,420

104.5%

42,978,170 110.0%

930

335,32041,740,000 194,318 4,400543,093

8,117

10,711

892

9,990,000

9,055

153,939

１２月補正

GF

261,474

A B C

特　 別　 会　 計 26,902,000 0

一　 般　 会　 計 168,658250,445 ▲ 90,169

９月補正

市　　債 そ　の　他 一般財源 A+B+C+D+E+F+G
対前年同期比

G　　の　　財　　源　　内　　訳 補正後予算額

そ の 他

D E 国・県支出金

令和元年度　　１２月補正予算（案）概要

当　　初 ３月補正 ５月補正 ６月補正

1,900

９月補正
（追加）

補 正 額
国・県支出金 市　債

104,669

21,364

21,364

土 木 費 6,050

8,000

総 務 費

37,886

教 育 費

16,341

－29－　　　　　　　.



参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　髙明 H25.10.1 H29.10.1 R3.9.30

寺田　康孝 H28.10.1 H28.10.1 R2.9.30

二宮  あづさ H28.10.1 H28.10.1 R2.9.30

中根　志保 H30.10.1 H30.10.1 R4.9.30

青山　貴彦 R1.10.1 R1.10.1 R5.9.30

田中　直美 R1.10.1 R1.10.1 R5.9.30

公平委員会委員（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

日比　剛 H22.12.15 H30.12.15 R4.12.14

小池　雄三 H27.7.6 R1.7.6 R5.7.5

中嶋　若菜 H29.9.30 H29.9.30 R3.9.29

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　繁紀 H14.1.22 H29.1.22 R2.1.21

水野　牧美 H16.12.21 H28.12.21 R1.12.20

竹本　弘司 R1.10.1 R1.10.1 R4.9.30

加藤  和守 H27.4.1 H30.4.1 R3.3.31

瀧本　友子 H29.1.20 H29.1.20 R2.1.19

伊藤　昌幸 H26.7.25 H28.12.21 R1.12.20

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　多喜雄 H25.7.1 H29.7.1 R3.6.30

伊藤　勝朗 H22.10.1 H30.10.1 R4.9.30

戸田　由久 R1.5.14 R1.5.14 R5.4.30

監査委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和元年１０月１日現在

教育委員会委員（任期４年）

固定資産評価審査委員会委員（任期３年）
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参考資料人事案件

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

勝谷　哲次 H20.10.1 H28.12.24 R2.12.23

前野　宏衞 H27.7.9 H28.12.24 R2.12.23

戸田　千里 H28.12.24 H28.12.24 R2.12.23

上川　和子 H28.12.24 H28.12.24 R2.12.23

人権擁護委員（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

大橋　久美子 H10.3.1 H31.4.1 R4.3.31

野田　真澄 H17.7.1 H29.10.1 R2.9.30

伊藤　良三 H18.10.1 H30.10.1 R3.9.30

加藤　光昭 H29.4.1 H29.4.1 R2.3.31

畔栁　俊雄 H20.4.1 H29.4.1 R2.3.31

矢野　友子 H22.4.1 H31.4.1 R4.3.31

藤本　明伸 H22.7.1 R1.10.1 R4.9.30

今井　順子 H23.7.1 H29.10.1 R2.9.30

中島　富士子 H24.10.1 H30.10.1 R3.9.30

横江　俊次 H25.4.1 H31.4.1 R4.3.31

髙島　惠子 H27.10.1 H30.10.1 R3.9.30

副市長（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

青山　一郎 H27.6.16 R1.6.16 R5.6.15

教育長（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

横山　彰 H31.2.20 R1.10.1 R4.9.30

選挙管理委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

　　　　令和元年１０月１日現在
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参考資料人事案件

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

井上　幾夫 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

小澤　早由里 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　卓夫 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　基 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　安清 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

小林　晃久 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

作石　正太郎 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

武田　晴光 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

藤井　義廣 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

松原　清 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

山田　泰司 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

横道　厚子 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

農業委員会委員（任期３年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和元年１０月１日現在
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